
番号 29

処　　  分　　　名

処　分　の　概　要

根　拠　法　令　名

条　　　　　　　項

所　　  管  　　課 市街地整備課

　　経由機関での処理期間 なし

　　所管課での処理期間 未設定

　　標　準　処　理　期　間 計 未設定

審　査　基　準

【根拠法令等】
土地区画整理法
（市街地再開発事業区への換地の申出等）
第八十五条の三　第六条第四項（第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第
七十一条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定により事業計画において市街地再開発事
業区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対
し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を市街地再開発
事業区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
４　施行者は、第一項の規定による申出があつた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第
一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換
地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当
該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならな
い。
一 換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面
積を超えないこととなる場合
二 換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面
積を超えることとなる場合

審査基準及び標準処理期間整理個表

市施行事業の市街地再開発事業区への換地の指定

市が土地区画整理事業の施行者である場合に、換地を市街地再開発事業
区内に定められるべき宅地を指定する。

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）

第85条の3第4項

未設定

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

申請者 所管課

申請

指定

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


